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し
い
事
件
が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。

し
い
事
件
が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。

特
に
、
家
庭
内
で
の
児
童
虐
待

特
に
、
家
庭
内
で
の
児
童
虐
待

は
外
部
か
ら
未
然
に
防
ぐ
こ
と

は
外
部
か
ら
未
然
に
防
ぐ
こ
と

が
難
し
く
、
発
見
も
遅
れ
る
傾

が
難
し
く
、
発
見
も
遅
れ
る
傾

向
が
見
ら
れ
ま
す
。

向
が
見
ら
れ
ま
す
。

　

児
童
相
談
所
の
虐
待
相
談
対

　

児
童
相
談
所
の
虐
待
相
談
対

応
件
数
は
令
和
６
年
度
も

応
件
数
は
令
和
６
年
度
も
2222
万万

件
を
超
え
ま
し
た
。
子
ど
も
を

件
を
超
え
ま
し
た
。
子
ど
も
を

守
り
、
育
て
る
べ
き
立
場
で
あ

守
り
、
育
て
る
べ
き
立
場
で
あ

り
な
が
ら
、
子
ど
も
を
虐
待
し
、

り
な
が
ら
、
子
ど
も
を
虐
待
し
、

果
て
は
殺
害
す
る
よ
う
な
親
が

果
て
は
殺
害
す
る
よ
う
な
親
が

い
る
の
で
す
。
児
童
虐
待
の
相

い
る
の
で
す
。
児
童
虐
待
の
相

談
は
、
約
半
数
が
警
察
に
よ
る

談
は
、
約
半
数
が
警
察
に
よ
る

も
の
で
し
た
。
次
い
で
近
隣
住

も
の
で
し
た
。
次
い
で
近
隣
住

民
や
知
人
、
家
族
や
親
戚
、
学

民
や
知
人
、
家
族
や
親
戚
、
学

校
関
係
が
僅
差
で
並
ん
で
お
り
、

校
関
係
が
僅
差
で
並
ん
で
お
り
、

私
た
ち
自
身
も
子
ど
も
の
人
権

私
た
ち
自
身
も
子
ど
も
の
人
権

を
脅
か
す
事
態
を
見
過
ご
し
て

を
脅
か
す
事
態
を
見
過
ご
し
て

い
な
い
か
、
改
め
て
問
わ
れ
て

い
な
い
か
、
改
め
て
問
わ
れ
て

い
ま
す
。

い
ま
す
。

『
子
ど
も
と
親
が
、
お
互
い
に
尊

『
子
ど
も
と
親
が
、
お
互
い
に
尊

重
し
あ
え
る
関
係
性
を
築
い
て

重
し
あ
え
る
関
係
性
を
築
い
て

い
く
』

い
く
』

　

そ
れ
が
理
想
で
は
な
い
で

　

そ
れ
が
理
想
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
そ
の
た
め
に
も
、

し
ょ
う
か
。
そ
の
た
め
に
も
、

ま
ず
子
ど
も
た
ち
の
意
見
に

ま
ず
子
ど
も
た
ち
の
意
見
に

し
っ
か
り
と
耳
を
傾
け
ま
し
ょ

し
っ
か
り
と
耳
を
傾
け
ま
し
ょ

う
。
そ
し
て
、
子
ど
も
が
安
心
し

う
。
そ
し
て
、
子
ど
も
が
安
心
し

て
暮
ら
せ
る
地
域
社
会
を
め
ざ
し

て
暮
ら
せ
る
地
域
社
会
を
め
ざ
し

ま
し
ょ
う
。

ま
し
ょ
う
。

　

今
春
、
京
都
府
南
丹
市
で
小
学

　

今
春
、
京
都
府
南
丹
市
で
小
学

生
の
児
童
が
殺
害
さ
れ
た
事
件
が

生
の
児
童
が
殺
害
さ
れ
た
事
件
が

ニ
ュ
ー
ス
で
大
き
く
取
り
上
げ
ら

ニ
ュ
ー
ス
で
大
き
く
取
り
上
げ
ら

れ
ま
し
た
。
北
海
道
で
も
女
子
高

れ
ま
し
た
。
北
海
道
で
も
女
子
高

校
生
が
橋
か
ら
落
下
さ
せ
ら
れ
た

校
生
が
橋
か
ら
落
下
さ
せ
ら
れ
た

事
件
の
公
判
が
始
ま
る
な
ど
、
子

事
件
の
公
判
が
始
ま
る
な
ど
、
子

ど
も
が
犠
牲
と
な
っ
た
事
件
が
耳

ど
も
が
犠
牲
と
な
っ
た
事
件
が
耳

目
を
集
め
て
い
ま
す
。「
子
ど
も
の

目
を
集
め
て
い
ま
す
。「
子
ど
も
の

権
利
条
約
」に
始
ま
り
、「
児
童
虐

権
利
条
約
」に
始
ま
り
、「
児
童
虐

待
防
止
法
」、「
い
じ
め
防
止
対
策

待
防
止
法
」、「
い
じ
め
防
止
対
策

推
進
法
」、
加
え
て「
こ
ど
も
基
本

推
進
法
」、
加
え
て「
こ
ど
も
基
本

法
」な
ど
子
ど
も
の
人
権
保
護
に

法
」な
ど
子
ど
も
の
人
権
保
護
に

向
け
た
取
組
は
着
実
な
歩
み
を
見

向
け
た
取
組
は
着
実
な
歩
み
を
見

せ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
痛
ま

せ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
痛
ま

　

本
町
で
は
、
７
月
を「
差
別
を

　

本
町
で
は
、
７
月
を「
差
別
を

な
く
す
強
調
月
間
」と
位
置
づ
け
、

な
く
す
強
調
月
間
」と
位
置
づ
け
、

人
権
侵
害
を
許
さ
な
い
こ
と
を
確

人
権
侵
害
を
許
さ
な
い
こ
と
を
確

認
し
あ
う
た
め
の
啓
発
活
動
を
行

認
し
あ
う
た
め
の
啓
発
活
動
を
行

い
ま
す
。町
民
の
み
な
さ
ん
に
は
、

い
ま
す
。町
民
の
み
な
さ
ん
に
は
、

こ
の
主
旨
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、

こ
の
主
旨
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、

み
ん
な
の
力
で
住
み
良
い
ま
ち
づ

み
ん
な
の
力
で
住
み
良
い
ま
ち
づ

く
り
を
進
め
ま
し
ょ
う
。

く
り
を
進
め
ま
し
ょ
う
。

子
ど
も
へ
の
虐
待

　
後
を
絶
た
な
い
人
権
侵
害

　

日
常
に
潜
む
人
権
侵
害
は
、
児

　

日
常
に
潜
む
人
権
侵
害
は
、
児

童
虐
待
に
限
っ
た
こ
と
で
は
あ
り

童
虐
待
に
限
っ
た
こ
と
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
国
籍
、
人
種
、
民
族
な

ま
せ
ん
。
国
籍
、
人
種
、
民
族
な

ど
で
差
別
を
あ
お
る
ヘ
イ
ト
ス

ど
で
差
別
を
あ
お
る
ヘ
イ
ト
ス

ピ
ー
チ
の
手
口
が
巧
妙
化
し
て
い

ピ
ー
チ
の
手
口
が
巧
妙
化
し
て
い

る
よ
う
で
す
。

る
よ
う
で
す
。

　

例
え
ば
、
令
和
２
年
に
設
立
さ

　

例
え
ば
、
令
和
２
年
に
設
立
さ

れ
た
反
ア
イ
ヌ
活
動
団
体
は
、
直

れ
た
反
ア
イ
ヌ
活
動
団
体
は
、
直

接
的
に
対
象
を
お
と
し
め
る
従
来

接
的
に
対
象
を
お
と
し
め
る
従
来

の
ヘ
イ
ト
手
法
を
採
用
せ
ず
、
検

の
ヘ
イ
ト
手
法
を
採
用
せ
ず
、
検

証
・
学
び
な
ど
柔
ら
か
な
表
現
で

証
・
学
び
な
ど
柔
ら
か
な
表
現
で

自
ら
の
主
張
を
展
開
し
て
い
ま

自
ら
の
主
張
を
展
開
し
て
い
ま

す
。
札
幌
市
の
地
下
歩
道
で
団
体

す
。
札
幌
市
の
地
下
歩
道
で
団
体

が
開
催
し
た
パ
ネ
ル
展
示
に
対
し

が
開
催
し
た
パ
ネ
ル
展
示
に
対
し

て
、
差
別
的
と
す
る
声
が
上
が
り

て
、
差
別
的
と
す
る
声
が
上
が
り

ま
し
た
が
、
市
は
施
設
の
使
用
申

ま
し
た
が
、
市
は
施
設
の
使
用
申

請
を
再
び
認
め
て
、
ア
イ
ヌ
の

請
を
再
び
認
め
て
、
ア
イ
ヌ
の

方
々
か
ら
大
き
な
反
発
を
受
け
ま

方
々
か
ら
大
き
な
反
発
を
受
け
ま

し
た
。「
表
現
の
自
由
」に
基
づ
く

し
た
。「
表
現
の
自
由
」に
基
づ
く

差
別
を
見
抜
く
意
識
を

養
お
う

７月は差別をなくす強調月間７月は差別をなくす強調月間
手をとり支え合い手をとり支え合い
　「住み良いまち」づくりを　「住み良いまち」づくりを
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�問  町役場 人権住民保険課 人権施策推進室 ☎ 0747-52-5542

毎月11日は人権を確かめあう日
人権４コマまんが

てんいち先生と
ひかりちゃん

施
設
使
用
許
可
は
、
団
体
の
主
張

施
設
使
用
許
可
は
、
団
体
の
主
張

を
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
で
は
な
い
と

を
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
で
は
な
い
と

認
定
し
た
の
も
同
然
で
し
た
。

認
定
し
た
の
も
同
然
で
し
た
。

　

市
の
ア
イ
ヌ
施
策
推
進
委
員
会

　

市
の
ア
イ
ヌ
施
策
推
進
委
員
会

は
、
公
共
施
設
の
使
用
基
準
等
を

は
、
公
共
施
設
の
使
用
基
準
等
を

検
討
す
べ
く
、
憲
法
や
法
律
に
詳

検
討
す
べ
く
、
憲
法
や
法
律
に
詳

し
い
学
識
経
験
者
と
弁
護
士
を
招

し
い
学
識
経
験
者
と
弁
護
士
を
招

集
す
る
予
定
で
す
が
、
ア
イ
ヌ
の

集
す
る
予
定
で
す
が
、
ア
イ
ヌ
の

方
々
は
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ

方
々
は
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ

の
姿
勢
は
国
際
人
権
基
準
の
原
則

の
姿
勢
は
国
際
人
権
基
準
の
原
則

に
反
す
る
も
の
で
、
ア
イ
ヌ
民
族

に
反
す
る
も
の
で
、
ア
イ
ヌ
民
族

の
自
己
決
定
権
を
侵
害
す
る
と
の

の
自
己
決
定
権
を
侵
害
す
る
と
の

指
摘
が
専
門
家
か
ら
寄
せ
ら
れ
て

指
摘
が
専
門
家
か
ら
寄
せ
ら
れ
て

い
ま
す
。
市
が
採
っ
た
一
連
の
方

い
ま
す
。
市
が
採
っ
た
一
連
の
方

針
は
、
果
た
し
て
人
権
侵
害
の
被

針
は
、
果
た
し
て
人
権
侵
害
の
被

害
者
に
寄
り
添
う
も
の
だ
っ
た
の

害
者
に
寄
り
添
う
も
の
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
？

で
し
ょ
う
か
？

　

日
々
の
暮
ら
し
に
忙
殺
さ
れ
る

　

日
々
の
暮
ら
し
に
忙
殺
さ
れ
る

中
で
は
、
新
た
な
出
来
事
に
関
心

中
で
は
、
新
た
な
出
来
事
に
関
心

を
寄
せ
に
く
く
な
り
が
ち
で
す
。

を
寄
せ
に
く
く
な
り
が
ち
で
す
。

普
段
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
見
つ
め
直

普
段
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
見
つ
め
直

す
こ
と
も
難
し
く
、
ひ
と
り
で
は

す
こ
と
も
難
し
く
、
ひ
と
り
で
は

人
権
に
気
を
配
る
機
会
す
ら
ま
ま

人
権
に
気
を
配
る
機
会
す
ら
ま
ま

な
り
ま
せ
ん
。

な
り
ま
せ
ん
。

　

他
方
、
人
は
社
会
の
一
員
と
し

　

他
方
、
人
は
社
会
の
一
員
と
し

て
生
き
る
た
め
に
、
良
く
も
悪
く

て
生
き
る
た
め
に
、
良
く
も
悪
く

も
社
会
規
範
の
影
響
を
色
濃
く
受

も
社
会
規
範
の
影
響
を
色
濃
く
受

け
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
大
淀
町
で

け
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
大
淀
町
で

は
、
奈
良
県
お
よ
び
県
下
の
全
市

は
、
奈
良
県
お
よ
び
県
下
の
全
市

町
村
と
と
も
に
毎
月

町
村
と
と
も
に
毎
月
1111
日
を「
人

日
を「
人

権
を
確
か
め
あ
う
日
」と
定
め
て
、

権
を
確
か
め
あ
う
日
」と
定
め
て
、

毎
月
11
日
は

「
人
権
を
確
か
め
あ
う
日
」

社
会
意
識
醸
成
の
契
機
と
な
る
よ

社
会
意
識
醸
成
の
契
機
と
な
る
よ

う
啓
発
活
動
を
行
っ
て
い
き
ま

う
啓
発
活
動
を
行
っ
て
い
き
ま

す
。
そ
し
て
、
人
権
を
大
切
に
す

す
。
そ
し
て
、
人
権
を
大
切
に
す

る
ま
ち
づ
く
り
が
実
現
し
、

る
ま
ち
づ
く
り
が
実
現
し
、
1111
日日

以
外
で
も
、
互
い
の
人
権
が
守
ら

以
外
で
も
、
互
い
の
人
権
が
守
ら

れ
て
い
る
か
確
か
め
あ
う
日
が
来

れ
て
い
る
か
確
か
め
あ
う
日
が
来

る
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
も
の

る
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
も
の

で
す
。

で
す
。

「差別をなくす強調月間」を機に次のことを
提起します。
１．差別の現実を知ろう。
２．�人を認め、人の気持ちを思いやること
を大事にしよう。

３．�自分を知り、自分を認め、自分を変え
ることを心がけよう。

４．差別に気付く感性を育てよう。
５．�差別や不合理について指摘しあい、語
りあえる人間関係を築こう。

差別をなくす町民集会

時   ７７月月1111日（日（土土）） 午前９時30分～
所  � �町文化会館　あらかしホール
● 映画上映

『ホワイトハンドコーラス NIPPON
～ Brüder よろこびのウィーン～』
※�詳しくは、本紙折り込みチラシを

ご覧ください。
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■�

大
淀
町
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補

償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

【
可
決
】

■�

令
和
8
年
度
大
淀
町
一
般
会
計
補

正
予
算（
第
1
号
）【
可
決
】

■�

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

（
大
淀
町
文
化
会
館
受
変
電
設
備

改
修
工
事
）【
可
決
】

■�

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

（
大
淀
町
文
化
会
館
舞
台
吊
物
機

構
設
備
改
修
工
事（
第
２
期
））

　
【
可
決
】

■�

財
産
の
取
得
に
つ
い
て【
可
決
】

　
�（

内
容 

公
共
施
設
L
E
D
照
明
設 

備
の
賃
貸
借
業
務
）

■�
動
産
の
買
入
れ
に
係
る
財
産
の
取

得
に
つ
い
て【
可
決
】

　

�（
内
容 
大
淀
町
油
圧
シ
ョ
ベ
ル
購

入
事
業
）

　

令
和
８
年
町
議
会
第
２
回
定
例
会

が
６
月
５
日（
金
）か
ら
６
月
12
日

（
金
）ま
で
の
８
日
間
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
定
例
会
で
は
、
町
長
か
ら
次
の

議
案
が
提
出
さ
れ
各
議
案
に
つ
い
て

審
議
の
後
、
本
会
議
に
て
議
決
さ
れ

ま
し
た
。

　

ま
た
12
日
の
本
会
議
で
は
、
議
長

お
よ
び
副
議
長
の
改
選
が
行
わ
れ
、

議
長
に
水
本
昭
博
議
員
、
副
議
長
に

森
口
孝
議
員
が
選
出
さ
れ
ま
し
た
。

奈
良
県
広
域
消
防
組
合
の
議
会
の
議

員
の
選
挙
で
は
、
竹
内
元
章
議
員
が

選
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

議
決
の
結
果
は
次
の
と
お
り
で

す
。 令

和
8
年
町
議
会

　

第
２
回
定
例
会

■�

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と

に
つ
い
て（
大
淀
町
税
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
）【
承
認
】

■�

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と

に
つ
い
て（
大
淀
町
国
民
健
康
保

険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
）【
承
認
】

■�
令
和
7
年
度
大
淀
町
一
般
会
計
繰

越
明
許
費
繰
越
計
算
書
の
報
告
に

つ
い
て　
　

■�

令
和
7
年
度
大
淀
町
下
水
道
事
業

会
計
予
算
繰
越
計
算
書
の
報
告
に

つ
い
て

■�

令
和
7
年
度
大
淀
町
土
地
開
発
公

社
決
算
書
及
び
令
和
8
年
度
大
淀

町
土
地
開
発
公
社
計
画
書
の
報
告

に
つ
い
て

■�

令
和
7
年
度
有
限
会
社
吉
野
路
大

淀
振
興
セ
ン
タ
ー
決
算
書
及
び
令

和
8
年
度
有
限
会
社
吉
野
路
大
淀

振
興
セ
ン
タ
ー
予
算
書
の
報
告
に

つ
い
て

専
決
処
分
の
承
認

予
算
の
繰
越
等
の
報
告

議
会
だ
よ
り

条
例
の
一
部
改
正

予
算
の
補
正

そ
の
他

■�

南
和
広
域
衛
生
組
合
規
約
の
変
更
に
つ
い

て【
可
決
】

■�

大
淀
町
農
業
委
員
会
の
委
員
の
任
命
に
つ

い
て【
同
意
】

問 � �

町
役
場 

議
会
事
務
局

　

 

☎
０
７
４
７-

52-

５
５
６
４

　
大
淀
あ
ら
か
し
テ
レ
ビ
で
は
、

町
議
会
の
様
子
を
生
中
継
し
て
い

ま
す
。
次
回
の
定
例
会
に
つ
い
て

も
生
中
継
を
行
う
予
定
で
す
の
で

ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
第
２
回
定
例
会
の
再
放
送
に
つ

い
て
詳
し
く
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ホームページ
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議
長
・
副
議
長 

就
任
の
挨
拶

町議会議長
　水本　昭博

　

町
民
の
皆
様
に
は
、
日
頃
か
ら
町

　

町
民
の
皆
様
に
は
、
日
頃
か
ら
町

議
会
に
対
し
ま
し
て
、
ご
理
解
と
ご

議
会
に
対
し
ま
し
て
、
ご
理
解
と
ご

協
力
を
賜
り
、
心
か
ら
感
謝
申
し
上

協
力
を
賜
り
、
心
か
ら
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
。

げ
ま
す
。

　

さ
て
、
こ
の
度
、
議
員
各
位
の
ご

　

さ
て
、
こ
の
度
、
議
員
各
位
の
ご

推
挙
を
賜
り
、
大
淀
町
議
会
議
長
の

推
挙
を
賜
り
、
大
淀
町
議
会
議
長
の

大
任
を
拝
命
し
、
町
民
の
皆
様
並
び

大
任
を
拝
命
し
、
町
民
の
皆
様
並
び

に
議
員
各
位
の
信
任
に
、
心
よ
り
感

に
議
員
各
位
の
信
任
に
、
心
よ
り
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。

謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

責
任
の
重
さ
を
改
め
て
痛
感
す
る

　

責
任
の
重
さ
を
改
め
て
痛
感
す
る

と
と
も
に
、
町
政
発
展
の
た
め
誠
心

と
と
も
に
、
町
政
発
展
の
た
め
誠
心

誠
意
努
め
て
い
く
決
意
を
新
た
に
し

誠
意
努
め
て
い
く
決
意
を
新
た
に
し

て
お
り
ま
す
。

て
お
り
ま
す
。

　

本
町
を
取
り
巻
く
環
境
は
、
人
口

　

本
町
を
取
り
巻
く
環
境
は
、
人
口

減
少
や
地
域
経
済
の
変
化
、
防
災
・

減
少
や
地
域
経
済
の
変
化
、
防
災
・

福
祉
の
充
実
な
ど
、
多
く
の
課
題
が

福
祉
の
充
実
な
ど
、
多
く
の
課
題
が

山
積
し
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
な
が

山
積
し
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
な
が

ら
、
こ
れ
ら
の
課
題
は
、
町
民
の
皆

ら
、
こ
れ
ら
の
課
題
は
、
町
民
の
皆

様
と
議
会
、
行
政
が
力
を
合
わ
せ
る

様
と
議
会
、
行
政
が
力
を
合
わ
せ
る

こ
と
で
、
必
ず
や
乗
り
越
え
ら
れ
る

こ
と
で
、
必
ず
や
乗
り
越
え
ら
れ
る

も
の
と
確
信
し
て
お
り
ま
す
。
議
会

も
の
と
確
信
し
て
お
り
ま
す
。
議
会

の
役
割
は
、
町
政
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能

の
役
割
は
、
町
政
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能

を
果
た
す
と
同
時
に
、
未
来
を
見
据

を
果
た
す
と
同
時
に
、
未
来
を
見
据

え
た
政
策
提
言
を
行
う
こ
と
に
あ
り

え
た
政
策
提
言
を
行
う
こ
と
に
あ
り

ま
す
。
私
は
議
長
と
し
て
、
公
正
・

ま
す
。
私
は
議
長
と
し
て
、
公
正
・

公
平
・
中
立
の
立
場
を
堅
持
し
、
議

公
平
・
中
立
の
立
場
を
堅
持
し
、
議

会
運
営
の
透
明
性
向
上
と
活
発
な
議

会
運
営
の
透
明
性
向
上
と
活
発
な
議

論
の
促
進
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

論
の
促
進
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

ま
た
、
町
民
の
皆
様
の
声
を
丁
寧

　

ま
た
、
町
民
の
皆
様
の
声
を
丁
寧

に
受
け
止
め
、
議
会
活
動
に
反
映
さ

に
受
け
止
め
、
議
会
活
動
に
反
映
さ

せ
る
こ
と
は
何
よ
り
重
要
で
す
。
開

せ
る
こ
と
は
何
よ
り
重
要
で
す
。
開

か
れ
た
議
会
づ
く
り
を
さ
ら
に
推
進

か
れ
た
議
会
づ
く
り
を
さ
ら
に
推
進

し
、
町
民
の
皆
様
に「
議
会
が
身
近

し
、
町
民
の
皆
様
に「
議
会
が
身
近

に
感
じ
ら
れ
る
」環
境
を
整
え
て
い

に
感
じ
ら
れ
る
」環
境
を
整
え
て
い

く
所
存
で
す
。

く
所
存
で
す
。

　

結
び
に
、
こ
れ
か
ら
も
町
民
の
皆

　

結
び
に
、
こ
れ
か
ら
も
町
民
の
皆

様
と
と
も
に
歩
み
、
信
頼
さ
れ
る
議

様
と
と
も
に
歩
み
、
信
頼
さ
れ
る
議

会
づ
く
り
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

会
づ
く
り
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

議
員
各
位
の
ご
協
力
を
頂
き
な
が

議
員
各
位
の
ご
協
力
を
頂
き
な
が

ら
、
み
ら
い
に
誇
れ
る
大
淀
町
を
築

ら
、
み
ら
い
に
誇
れ
る
大
淀
町
を
築

く
た
め
、
全
身
全
霊
で
取
り
組
む
こ

く
た
め
、
全
身
全
霊
で
取
り
組
む
こ

と
を
お
誓
い
申
し
上
げ
就
任
の
挨
拶

と
を
お
誓
い
申
し
上
げ
就
任
の
挨
拶

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

町議会副議長
　森口　　孝

　

こ
の
度
、
令
和
８
年
大
淀
町
議
会

　

こ
の
度
、
令
和
８
年
大
淀
町
議
会

第
２
回
定
例
会
に
お
き
ま
し
て
、
副

第
２
回
定
例
会
に
お
き
ま
し
て
、
副

議
長
の
重
責
を
お
受
け
す
る
こ
と
に

議
長
の
重
責
を
お
受
け
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
身
に
余
る
光
栄
に
存

な
り
ま
し
た
。
身
に
余
る
光
栄
に
存

じ
ま
す
と
と
も
に
、
そ
の
責
任
の
重

じ
ま
す
と
と
も
に
、
そ
の
責
任
の
重

大
さ
を
痛
感
し
て
お
り
ま
す
。

大
さ
を
痛
感
し
て
お
り
ま
す
。

　

本
町
に
お
き
ま
し
て
も
全
国
的
な

　

本
町
に
お
き
ま
し
て
も
全
国
的
な

傾
向
と
同
様
、
人
口
減
少
の
進
行
に

傾
向
と
同
様
、
人
口
減
少
の
進
行
に

伴
い
税
収
や
地
方
交
付
税
の
減
少
が

伴
い
税
収
や
地
方
交
付
税
の
減
少
が

見
込
ま
れ
る
な
ど
、
財
政
運
営
は
厳

見
込
ま
れ
る
な
ど
、
財
政
運
営
は
厳

し
さ
を
増
し
て
お
り
ま
す
。
少
子
高

し
さ
を
増
し
て
お
り
ま
す
。
少
子
高

齢
化
へ
の
対
応
や
地
域
経
済
の
活
性

齢
化
へ
の
対
応
や
地
域
経
済
の
活
性

化
、
安
心
・
安
全
な
ま
ち
づ
く
り
な

化
、
安
心
・
安
全
な
ま
ち
づ
く
り
な

ど
重
要
な
課
題
が
山
積
し
て
お
り
ま

ど
重
要
な
課
題
が
山
積
し
て
お
り
ま

す
。
す
。

　

一
方
で
、
本
町
に
は
誇
る
べ
き
強

　

一
方
で
、
本
町
に
は
誇
る
べ
き
強

み
も
数
多
く
あ
り
ま
す
。
利
便
性
と

み
も
数
多
く
あ
り
ま
す
。
利
便
性
と

住
み
や
す
さ
を
兼
ね
備
え
た
住
環

住
み
や
す
さ
を
兼
ね
備
え
た
住
環

境
、
充
実
し
た
子
ど
も
・
子
育
て
支

境
、
充
実
し
た
子
ど
も
・
子
育
て
支

援
、
生
涯
学
習
の
機
会
、
そ
し
て
地

援
、
生
涯
学
習
の
機
会
、
そ
し
て
地

域
の
特
産
品
や
そ
れ
を
支
え
る
産

域
の
特
産
品
や
そ
れ
を
支
え
る
産

業
・
商
工
業
の
力
な
ど
、
多
く
の
魅

業
・
商
工
業
の
力
な
ど
、
多
く
の
魅

力
が
息
づ
い
て
お
り
ま
す
。

力
が
息
づ
い
て
お
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
本
町
な
ら
で
は
の
資
源

　

こ
う
し
た
本
町
な
ら
で
は
の
資
源

を
最
大
限
活
か
し
な
が
ら
財
政
健
全

を
最
大
限
活
か
し
な
が
ら
財
政
健
全

化
の
取
組
み
と
両
輪
で
、
未
来
に
向

化
の
取
組
み
と
両
輪
で
、
未
来
に
向

け
た
ま
ち
づ
く
り
を
力
強
く
進
め
て

け
た
ま
ち
づ
く
り
を
力
強
く
進
め
て

い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
り
ま
す
。

い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
り
ま
す
。

　

副
議
長
と
し
て
議
長
を
補
佐
し
、

　

副
議
長
と
し
て
議
長
を
補
佐
し
、

行
政
と
一
体
と
な
っ
て
諸
課
題
の
解

行
政
と
一
体
と
な
っ
て
諸
課
題
の
解

決
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

決
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

　

町
民
の
皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て

　

町
民
の
皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て

は
、
今
後
と
も
温
か
い
ご
支
援
と
ご

は
、
今
後
と
も
温
か
い
ご
支
援
と
ご

協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し

協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。　

上
げ
ま
す
。　
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　本人通知制度は、住民票の写しや戸籍謄本等を
本人の代理人や第三者に交付したとき、事前に登
録している本人に対してその事実を通知する制度
です。これにより、住民票などの不正請求および
不正取得による個人の権利侵害に対し、抑止力を
持たせる効果が期待できます。

▶登録のできる人：
　◦�大淀町の住民基本台帳に記載されている人
　◦�大淀町の戸籍に記載されている人
▶�登録に必要なもの：本人確認書類（運転免許証、

マイナンバーカード、パスポート等）
▶通知対象となる証明書：
　◦�住民票の写し等（除票を含む）
　◦�戸籍謄本および戸籍抄本（除籍を含む）
　◦�戸籍の附票（除附票を含む）
▶登録期間：３年間
�問  町役場 人権住民保険課 ☎ 0747-52-5538

本人通知制度を利用しませんか

マイナンバーカード
休日臨時交付窓口（予約制）

 ７月の開設日時　 ７月 12日（日）、25日（土）
 ８月の開設日時 　８月 15日（土）、30日（日）  
※各日、午前８時 30分～正午

　予約は受け取り希望日直前の金曜日の午前中ま
でに、町役場人権住民保険課へ連絡してください。
予約がない日は窓口を開設しません。なお、マイ
ナンバーカードの申請等は行えません。
�問  町役場 人権住民保険課 ☎ 0747-52-5538

お 知 ら せ

ま ち の お 知 ら せま ち の お 知 ら せ

広  告

　関西電力送配電の停電情報アプリでは、自宅や
離れて暮らす大切な人が住む地域の停電情報を知
ることができます。登録地域を設定すると、その
地域で停電が発生した場合にプッシュ通知で情報
が届きます。関西地域で発生してい
る停電や復旧情報の確認は、関西電
力送配電の停電情報アプリをご活用
ください。
※別途通信料がかかります。
問  町役場 総務課 ☎ 0747-52-5501

停電情報アプリ停電情報アプリ
（関西電力送配電）（関西電力送配電）

停電情報アプリをご活用ください

　里親とは、さまざまな事情で家族と暮らすこと
のできない子どもを家庭に迎え入れ、温かい愛情
と正しい理解をもって育てる人たちのことです。
奈良県では、400 人を超える対象児童に比べ、ま
だまだ里親の世帯数が少ないのが現状です。
　まずは、知ることから始めてみませんか ? 子育　まずは、知ることから始めてみませんか ? 子育
てサポートセンター（町役場２階）には、リーフてサポートセンター（町役場２階）には、リーフ
レット等をご用意しています。レット等をご用意しています。

【里親制度説明会（里セツ）】【里親制度説明会（里セツ）】
　①現地開催【場所：里親センターなら（天理市）】　①現地開催【場所：里親センターなら（天理市）】
　　　　時   ７７月月 1212日（日（日日）・）・９９月月 1212日（日（土土））
　　 　いずれも午前 10時～　　 　いずれも午前 10時～
　②オンライン開催　②オンライン開催
　　　　時   ８８月月 1818日（日（火火） ） 午前 10時～午前 10時～

問  社会福祉法人天理 里親センターなら
　 ☎ 0743-85-5567 　住  天理市別所町 715-3天理市別所町 715-3

里親制度について学びませんか？

里親センターなら里親センターなら
ホームページホームページ
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日時　　　場所　　　申し込み　　　問い合わせ問所時 申

　調理実習などを通して、親子で楽しく「食」につ　調理実習などを通して、親子で楽しく「食」につ
いて考えてみませんか？いて考えてみませんか？

時   ８８月月７７日（日（金金）　午前10時～午後２時）　午前10時～午後２時
所  町文化会館 調理室
▶対象：小学生とその保護者
▶定員：８組（先着順）
▶�持ち物：エプロン、三角巾、上靴
▶�申込方法：町保健センターへ電話で申し込んで

ください。
問 申  �町 �町保健センター ☎ 0747-52-9403

町食生活改善推進員協議会主催
おやこの食育教室

募 　 　 集

　７月１日から、サービスの向上と業務の効率化　７月１日から、サービスの向上と業務の効率化
をはかるため「大淀・吉野・下市エリアお客様センをはかるため「大淀・吉野・下市エリアお客様セン
ター」を開設します。ター」を開設します。
　お客様センター開設に伴い、水道に関する各種　お客様センター開設に伴い、水道に関する各種
手続き・お問い合わせの窓口が変更となります。手続き・お問い合わせの窓口が変更となります。
ご理解とご協力をお願いします。ご理解とご協力をお願いします。

○�奈良県広域水道企業団 ○�奈良県広域水道企業団 大淀・吉野・下市エリ大淀・吉野・下市エリ
アお客様センターアお客様センター
▶電話番号：▶電話番号：0744-32-1305
▶住所：〒 638-0821▶住所：〒 638-0821
　　　　大淀町下渕 1000　　　　大淀町下渕 1000
　　　　（旧南和労働会館１階 大淀事務所内）　　　　（旧南和労働会館１階 大淀事務所内）
▶営業時間：平日 午前８時30分～午後５時15分
▶�問い合わせ内容：上下水道料金等のお問い合わ

せ、上下水道の使用開始、使用中止の受付、上
下水道使用者名義の変更、上下水道の開閉栓、
水道メーターの検針、水道メーターの交換、減
免申請など各種手続き

　※営業時間外の受け付けはできません。
問  奈良県広域水道企業団 大淀事務所 奈良県広域水道企業団 大淀事務所
　 ☎ 0744-32-1305

県広域水道企業団
お客様センターを開設します

　自治会や自主防災組織などで、リーダーとなる　自治会や自主防災組織などで、リーダーとなる
人を対象とした研修会です。本研修を受講し、か人を対象とした研修会です。本研修を受講し、か
つ所定のレポートを提出した人は、日本防災士機つ所定のレポートを提出した人は、日本防災士機
構が実施する「防災士資格取得試験（有料）」を受験構が実施する「防災士資格取得試験（有料）」を受験
することができます。することができます。

▶日時：▶日時：
　【A日程（定員：290人）】　【A日程（定員：290人）】
　　時   ９９月月 1313日（日（日日）・）・1010月月 1111日（日（日日））
　　所  �奈良女子大学（奈良市北魚屋東町） �奈良女子大学（奈良市北魚屋東町）

　【B日程（定員：170人）】　【B日程（定員：170人）】
　　時   ９９月月 2626日（日（土土）・）・1111月月７７日（日（土土））
　　所  �王寺町やわらぎ会館（王寺町王寺） �王寺町やわらぎ会館（王寺町王寺）
　※ �A日程と B日程を組み合わせて受講するこ　※ �A日程と B日程を組み合わせて受講するこ

とはできません。とはできません。
　※申込者が多数の場合は、抽選となります。　※申込者が多数の場合は、抽選となります。
▶申込方法：奈良県スーパーアプリ▶申込方法：奈良県スーパーアプリ
　（右記二次元コード）から電子申請　（右記二次元コード）から電子申請
　してください。　してください。
　※電話・メール・FAXは不可。　※電話・メール・FAXは不可。
▶申込締切：▶申込締切：７７月月 2424日（日（金金））
※�詳しくは、奈良県ホームページをご覧※�詳しくは、奈良県ホームページをご覧
　いただくか、下記まで問い合わせてく　いただくか、下記まで問い合わせてく
　ださい。　ださい。
問  � �◦�県防災統括室 ☎ 0742-27-8034県防災統括室 ☎ 0742-27-8034
　 　 ◦�町役場 総務課 ☎ 0747-52-5501町役場 総務課 ☎ 0747-52-5501

自主防犯・防災リーダー研修

県ホームページ

奈良スーパーアプリ奈良スーパーアプリ

大淀町への寄附状況
　　今回、次の方から寄附をいただきました。

　みなさんの熱い想いを実現できるよう、
大切に活用させていただきます。

おおよどこども未来プロジェクトへの寄附金

関西クリーンサービス(A-LIFE株式会社) 様
所在地：奈良市西大寺赤田町１丁目４- ６ A-LIFE ビル
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問  町役場 人権住民保険課　☎0747-52-5528

国民健康保険・後期高齢者医療保険国民健康保険・後期高齢者医療保険 のお知らせのお知らせ

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料が決定しました
令和８年度の

　７月は国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の決定月です。納付義務者のみなさんにはそれぞれの　７月は国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の決定月です。納付義務者のみなさんにはそれぞれの
決定通知書を送付します。（国保は世帯ごと、後期保険は被保険者ごとに送付）　決定通知書を送付します。（国保は世帯ごと、後期保険は被保険者ごとに送付）　
　本年度から子どもや子育て世代を支える新しい仕組み「子ども・子育て支援制度」が　本年度から子どもや子育て世代を支える新しい仕組み「子ども・子育て支援制度」が
創設され、それを支援するための「子ども・子育て支援分」が各健康保険に加わります。創設され、それを支援するための「子ども・子育て支援分」が各健康保険に加わります。

医 療 分 後期高齢者支援分 介 護 分 子ども・子育て支援分

平等割額（1世帯につき） 20,000円 8,400円 ― ―

均等割額（1人につき） 27,600円 11,500円 16,900円 1,700円

18歳以上均等割額（1人につき） ― ― ― 200円

所得割額
（被保険者ごとの総所得金額等－43万円） 7.64% 3.27% 3.03% 0.31％

賦課限度額 66万円（65万円） 26万円（24万円） 17万円 ３万円

※４月１日時点で６歳未満の未就学のお子さんは均等割額を５割軽減します。
※�18歳未満の被保険者にかかる子ども子育て支援分のうち、均等割額は10割軽減します。当該軽減分は18歳以上

の被保険者で負担します。
※その他保険税の計算方法等についての詳細は、送付する通知書等をご確認ください。

■令和８年度国民健康保険税率等　（ ）内は変更前

令和８年度の保険税計算方法

◦���普通徴収（納付書または口座振替）
◦���特別徴収（年金天引き）

納付方法

第１期（７月末）～第９期（翌年３月末）
※�月末が土・日曜日、祝日の場合は、翌月初めの平日が納期限です。

普通徴収の期別（計９回）

国民健康保険税国民健康保険税

＝ ＋ ＋医療費等の保険
給付を行うため
の保険税

医 療 分

＋後期高齢者医療制
度を支えるため
の保険税

後期高齢者
支援分

※� 40歳以上65歳未満が対象

介護保険制度を
支えるための保険税

介護分

子ども・子育て支援
制度を支える
ための保険税

子ども・
子育て支援分国

民
健
康
保
険
税

（ 新 設 ）（ 新 設 ）

子ども・子育て支援制度子ども・子育て支援制度
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令和８年度の保険料計算方法

＝ ＋

※ 保険料は２年に１度見直され、次期改定予定は令和10年度です。※ 保険料は２年に１度見直され、次期改定予定は令和10年度です。
※ その他保険料の計算方法等についての詳細は、送付する通知書等をご確認ください。※ その他保険料の計算方法等についての詳細は、送付する通知書等をご確認ください。

◦���普通徴収（納付書または口座振替）
◦���特別徴収（年金天引き）

納付方法

第１期（７月末）～第８期（翌年２月末）
※�月末が土・日曜日、祝日の場合は、翌月初めの平日が納期限です。

普通徴収の期別（計８回）

後期高齢者医療保険料後期高齢者医療保険料

１人あたりの保険料
賦課上限 871,000円

医療分 850,000円
子ども分 21,000円(　　  )

医療分 子ども分
均等割額

57,100円
所得割額

（総所得金額等‐基礎控除額43万円）
×10.63％

均等割額
1,400円
所得割額

（総所得金額等‐基礎控除額43万円）
×0.25％

　口座振替は、納期ごとに自動で口座から引き落としされるため納付忘れ　口座振替は、納期ごとに自動で口座から引き落としされるため納付忘れ
がなく、金融機関へ納付に行く手間も省け、大変便利です。登録を希望さがなく、金融機関へ納付に行く手間も省け、大変便利です。登録を希望さ
れる場合は、預金口座のある金融機関の窓口で直接申し込んでください。れる場合は、預金口座のある金融機関の窓口で直接申し込んでください。
※国民健康保険税については、人権住民保険課窓口でも手続きが可能です。※国民健康保険税については、人権住民保険課窓口でも手続きが可能です。
　手続きの際はキャッシュカード（奈良県農業協同組合を除く）を持参して　手続きの際はキャッシュカード（奈良県農業協同組合を除く）を持参して
　ください。	　ください。	

便利で確実な口座振替をご利用ください

便 利安 心

　ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは、最初に作られた薬（先発医薬品）　ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは、最初に作られた薬（先発医薬品）
と同じ有効成分が含まれていて同等の効き目を発揮する薬です。先発医薬と同じ有効成分が含まれていて同等の効き目を発揮する薬です。先発医薬
品より開発費用が抑えられるため、価格（薬価）が安く設定されており、薬品より開発費用が抑えられるため、価格（薬価）が安く設定されており、薬
局などの窓口で支払い負担が少なくなります。局などの窓口で支払い負担が少なくなります。
　また、ジェネリック医薬品を使用することで、全体の医療費の抑制にも　また、ジェネリック医薬品を使用することで、全体の医療費の抑制にも
つながり、医療保険制度を安定して維持していくことにも繋がります。ぜつながり、医療保険制度を安定して維持していくことにも繋がります。ぜ
ひ、ジェネリック医薬品をご活用ください。ひ、ジェネリック医薬品をご活用ください。

ジェネリック医薬品をご活用ください

（ 新 設 ）（ 新 設 ）
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区　分 送付するもの 有効期限

マ
イ
ナ
保
険
証

を
持
っ
て
い
る

① 国民健康保険加入者 (70歳以上）

※�70歳未満の人はお持ちの資格情報のお知らせが有効
ですのでそのままお持ちください。

資格情報の
お知らせ

令和９年７月31日
（１年間）

後期高齢者
医療保険加入者

② 下記の条件※に該当

③ 下記の条件※に該当しない
または

85歳以上の被保険者

資格確認書マ
イ
ナ
保
険
証
を

持
っ
て
い
な
い

④ 国民健康保険加入者

⑤ 後期高齢者医療保険加入者

※条件：次の両方に当てはまる人
◦84歳以下で過去１年間に６回以上マイナ保険証を利用している人84歳以下で過去１年間に６回以上マイナ保険証を利用している人
◦84歳以下で概ね直近３か月以内にマイナ保険証を利用している人84歳以下で概ね直近３か月以内にマイナ保険証を利用している人

資格情報のお知らせ・資格確認書を更新します

　現在お持ちの資格情報のお知らせ（70歳以上の国民健康保険被保険者に限る）・資格確認書は７月31　現在お持ちの資格情報のお知らせ（70歳以上の国民健康保険被保険者に限る）・資格確認書は７月31
日が有効期限です。８月１日から有効な資格情報のお知らせ・資格確認書を７月中旬以降に送付します。日が有効期限です。８月１日から有効な資格情報のお知らせ・資格確認書を７月中旬以降に送付します。

医療受診方法

　　上記表の上記表の①②に該当する人①②に該当する人

　保険証利用登録をしたマイナンバーカード（マ　保険証利用登録をしたマイナンバーカード（マ
イナ保険証）をご利用ください。マイナ保険証がイナ保険証）をご利用ください。マイナ保険証が
利用できないときは、マイナ保険証と資格情報の利用できないときは、マイナ保険証と資格情報の
お知らせを医療機関へ一緒に提示してください。お知らせを医療機関へ一緒に提示してください。

　上記表の　上記表の③④⑤に該当する人③④⑤に該当する人

　 資格確認書をご利用ください。　 資格確認書をご利用ください。

詳しくは、
町ホームページを
ご覧ください。

※マイナ保険証をお持ちでない人は利用登録することで、いつでもマイナ保険証を利用することができます。

医療機関等を受診の際は、マイナ保険証のご利用を！
\とってもカンタン！マイナ保険証 /
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�問  町役場 人権住民保険課
　 ☎ 0747-52-5528

　医療機関窓口（病院、薬局、柔道整復施術所）では、
資格確認書またはマイナンバーカード（健康保険証
利用設定済みのもの）と受給資格証を受診の都度必
ず提示してください。

【福祉医療費助成制度の概要】
助成制度名 対象者 一部負担金
子ども医療 乳幼児、小学生、中学生、高校生　

１医療機関につき１か月500円
◆�小・中学生、高校生は、
　１医療機関につき１か月1,000円

１医療機関につき１か月1,000円
◆�14日未満の入院の場合は、
　１医療機関につき１か月500円

心身障害者医療
1歳以上75歳未満で１・２・３級の身体障害者手
帳または A １・A ２判定の療育手帳を所持して
いる人

ひとり親家庭等
医療

ひとり親家庭の親と18歳未満の児童およびこれ
に準じる人

重度心身障害
老人等医療

◦�65歳以上の後期高齢者医療制度に加入してい
る１・２・３級の身体障害者手帳またはＡ１・
Ａ２判定の療育手帳を所持している人

◦ひとり親家庭等医療費助成制度に該当する人

※�他制度との重複受給はできません。また、生活保護を受けている人は対象外です。※�他制度との重複受給はできません。また、生活保護を受けている人は対象外です。

通院

入院

▶�18歳（高校卒業の３月31日）までの子どもで、▶�18歳（高校卒業の３月31日）までの子どもで、
　福祉医療費助成制度の受給者　福祉医療費助成制度の受給者
　一部負担金のみ支払ってください。　一部負担金のみ支払ってください。

▶上記以外の受給者▶上記以外の受給者
　�医療保険の自己負担額を一旦支払ってください。　�医療保険の自己負担額を一旦支払ってください。
　�約３ヶ月後に一部負担金を差し引いた助成金を登録　�約３ヶ月後に一部負担金を差し引いた助成金を登録

口座へ振り込みます。口座へ振り込みます。
※保険適用外の費用、入院時の食事負担などは助成の対象にはなりません。	※保険適用外の費用、入院時の食事負担などは助成の対象にはなりません。	

福祉医療費助成制度福祉医療費助成制度のお知らせのお知らせ

　町では、子ども、心身障がい者、ひとり親家庭の人などに対する医療費の自己負担額の助成を行っ　町では、子ども、心身障がい者、ひとり親家庭の人などに対する医療費の自己負担額の助成を行っ
ています。受給資格証の更新が必要な人には、７月中旬までに案内文書と書類を送付します。ています。受給資格証の更新が必要な人には、７月中旬までに案内文書と書類を送付します。
　必要事項を記入し、人権住民保険課に提出してください。返信用封筒（切手不要）を同封しています　必要事項を記入し、人権住民保険課に提出してください。返信用封筒（切手不要）を同封しています
ので、郵送での提出にご協力をお願いします。申請後に所得の確認を行い、新しい受給資格証を交付ので、郵送での提出にご協力をお願いします。申請後に所得の確認を行い、新しい受給資格証を交付
します。します。
※子ども医療費助成制度の受給者は、更新手続きは必要ありません。※子ども医療費助成制度の受給者は、更新手続きは必要ありません。
※�本町に住所を有する健康保険の加入者で、それぞれの制度の要件を満たし、申請がまだの人は、人※�本町に住所を有する健康保険の加入者で、それぞれの制度の要件を満たし、申請がまだの人は、人

権住民保険課へ申請してください。権住民保険課へ申請してください。

受給資格証の更新手続きをしてください

医療費の助成方法

�● ��県外で受診した場合は申請が必要です。
人権住民保険課へ領収書を持参してくだ
さい。

�● ��保育所・幼稚園・認定こども園・小学校・
中学校でのけがについては、各学校等で
加入している日本スポーツ振興センター
災害給付制度での給付となり、福祉医療
費助成の対象外となります。該当する場
合は、学校等へ申し出てください。
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　65歳以上の人（第１号被保険者）に、今年度の　65歳以上の人（第１号被保険者）に、今年度の
介護保険料決定通知書を７月上旬に送付しま介護保険料決定通知書を７月上旬に送付しま
す。この通知書は、今年度の介護保険料の納付す。この通知書は、今年度の介護保険料の納付
金額（年額）や納付方法などをお知らせするもの金額（年額）や納付方法などをお知らせするもの
です。ご確認ください。です。ご確認ください。

介護保険料決定通知書を
送付します

問  町役場 福祉介護課　☎0747-52-5530介護保険介護保険 のお知らせのお知らせ

　要介護（要支援）認定を受けている人および総　要介護（要支援）認定を受けている人および総
合事業の事業対象者全員に、新しい介護保険負合事業の事業対象者全員に、新しい介護保険負
担割合証を７月下旬に送付します。担割合証を７月下旬に送付します。
　介護サービスを利用するときは、被保険者証　介護サービスを利用するときは、被保険者証
と負担割合証の２枚を一緒にしてサービス提供と負担割合証の２枚を一緒にしてサービス提供
事業所や施設へ提示してください。事業所や施設へ提示してください。

負担割合証を送付します

問  町役場 税務課　☎0747-52-5511税金税金のお知らせのお知らせ

　固定資産税（第2期）の納期限は、　固定資産税（第2期）の納期限は、７７月月3131日（日（金金）です。納期内に納めましょう。）です。納期内に納めましょう。

固定資産税 第 2 期の納期です

　町役場税務課では、新築・増築・改築家屋の実地調査を行っています。　町役場税務課では、新築・増築・改築家屋の実地調査を行っています。
調査の対象は令和８年中に完成した家屋で、固定資産税の課税の基礎調査の対象は令和８年中に完成した家屋で、固定資産税の課税の基礎
額を決定します。　　額を決定します。　　
　対象となる家屋には、店舗や事務所、倉庫、付属家、車庫などの床　対象となる家屋には、店舗や事務所、倉庫、付属家、車庫などの床
面積の小さい建物も含まれます。調査を受けていない人は、町役場税面積の小さい建物も含まれます。調査を受けていない人は、町役場税
務課に申し出てください。務課に申し出てください。
　希望の日時があれば事前にご連絡ください。調査の時間は約40分程　希望の日時があれば事前にご連絡ください。調査の時間は約40分程
度で、調査の際は、建物図面をご用意願います。度で、調査の際は、建物図面をご用意願います。

家屋調査にご協力を

　令和８年中、またはそれ以前に家屋を取り壊　令和８年中、またはそれ以前に家屋を取り壊
した人は、滅失登記（法務局で）、または取り壊した人は、滅失登記（法務局で）、または取り壊
し届け（町役場税務課で）の手続きを必ずしてくし届け（町役場税務課で）の手続きを必ずしてく
ださい。ださい。

取り壊し家屋は手続きを

　農地以外の土地を農地として、または農地を　農地以外の土地を農地として、または農地を
農地以外の土地として利用している場合や隣接農地以外の土地として利用している場合や隣接
地を自宅の敷地と一体利用されている場合等地を自宅の敷地と一体利用されている場合等
は、町役場税務課へ届け出てください。は、町役場税務課へ届け出てください。

土地の利用形態を変更した場合
届け出が必要です
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　令和８年度分（令和８年７月～令和９年６月分）の免除等の受付を開始しています。経済的な理由など　令和８年度分（令和８年７月～令和９年６月分）の免除等の受付を開始しています。経済的な理由など
で国民年金保険料を納めることが困難な場合、申請により保険料の納付が免除・猶予される制度です。（本で国民年金保険料を納めることが困難な場合、申請により保険料の納付が免除・猶予される制度です。（本
人、配偶者、世帯主の所得制限があります。）人、配偶者、世帯主の所得制限があります。）
　保険料が未納のままで、万一、障がいや死亡などの不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基　保険料が未納のままで、万一、障がいや死亡などの不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基
礎年金が受けられない場合がありますので、すみやかに申請をしてください。礎年金が受けられない場合がありますので、すみやかに申請をしてください。

問  町役場 人権住民保険課   ☎0747-52-5538国民年金国民年金のお知らせのお知らせ

国民年金保険料免除・納付猶予申請の受付開始

◦�所得要件の審査は市町村民税の申告内容所得要件の審査は市町村民税の申告内容
をもとに行いますので、所得申告を忘れをもとに行いますので、所得申告を忘れ
ずに行ってください。ずに行ってください。

◦�継続免除申請を利用して承認を受けてい継続免除申請を利用して承認を受けてい
る人は、申請をする必要はありません。る人は、申請をする必要はありません。

注意事項注意事項

◦�基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの
◦�離職・退職した人は、雇用保険受給資格者証また離職・退職した人は、雇用保険受給資格者証また

は雇用保険被保険者離職票の写し（共済組合加入は雇用保険被保険者離職票の写し（共済組合加入
者であった人は、退職辞令書の写し）者であった人は、退職辞令書の写し）

◦�学生は学生証の写しまたは、在学証明書の原本学生は学生証の写しまたは、在学証明書の原本

申請に必要なもの申請に必要なもの

　マイナンバー等の情報を活用してスマートフォンやパソコン　マイナンバー等の情報を活用してスマートフォンやパソコン
からいつでも申請をすることができます。からいつでも申請をすることができます。
※�電子申請をする際は、マイナンバーカードとカードに設定したパ※�電子申請をする際は、マイナンバーカードとカードに設定したパ

スワードをご準備のうえ、マイナポータルへの利用者登録を行っスワードをご準備のうえ、マイナポータルへの利用者登録を行っ
てください。てください。

マイナポータルを利用した電子申請が可能ですマイナポータルを利用した電子申請が可能です

マイナポータルのマイナポータルの
利用者登録利用者登録

電子申請（国民年金）電子申請（国民年金）
国民年金機構国民年金機構
ホームページホームページ

＊開所日時
　月～金曜日（土・日曜日、祝日を除く）
　午前９時30分～正午
　午後１時～午後３時30分
※月齢は目安です。
※�正午から午後１時までの間は、玩具や部屋の
　消毒のため、ご利用いただけません。
※�子育てなどに関する相談は、来所・
　電話にて随時行っています。
※�詳しくは、町ホームページを
   ご確認ください。

＊ふたばクラス…３か月～　午前10時～午前11時
　お話の会、産後リラクゼーションヨガ、水遊び、
　抱っこ姿勢講座、お誕生会、感触遊び　ほか

＊みどりクラス…１歳３か月～　午前10時～午前11時
　お話の会、親子リズム遊びヨガ、水遊び、お誕生会、
　親子体操、感触遊び　ほか

【７月・８月前半のスケジュール】

問  町地域子育て支援センター「めばえ」 　☎0747-58-8222　住  大淀町下渕353-1

子育て中の
リフレッシュや
相談ができる場所

大淀町地域子育て支援センター めばえ大淀町地域子育て支援センター めばえ

活動がない日・時間帯は、室内の遊具活動がない日・時間帯は、室内の遊具
やおもちゃで遊びます。やおもちゃで遊びます。【自由開放】【自由開放】
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　婚姻に伴い大淀町で新生活を始める夫婦を経済的に支援するため、　婚姻に伴い大淀町で新生活を始める夫婦を経済的に支援するため、
住宅取得費用、住宅リフォーム費用、住宅賃借費用、引越費用の一部住宅取得費用、住宅リフォーム費用、住宅賃借費用、引越費用の一部
について補助を行います。について補助を行います。

新婚世帯を応援します新婚世帯を応援します

要件や申請方法等、詳しくは町役場企画
財務課まで問い合わせてください。
問  町役場 企画財務課 ☎0747-52-5517

　令和８年４月１日から令和９年３月31日
までに支払った以下の費用
◦�住宅取得費用（購入、新築）
◦�リフォーム費用（住宅の修繕、増築、改築、

設備更新等）
　※�倉庫、車庫、外構工事（門・フェンス等）、

家電購入・設置費は対象外
◦�住宅賃借費用（賃料、敷金、礼金、共益費、

仲介手数料）
◦�引越費用

補 助 対 象 経 費補 助 対 象 経 費

補 助 金 額補 助 金 額

婚姻日時点で、
夫婦ともに29歳以下
　　１世帯あたり最大60万円

夫婦ともに39歳以下（上記を除く）
　　１世帯あたり最大30万円

申 請 締 切申 請 締 切

令和９年３月31日（水）
※�予算額に達した時点で、受付を終了します。

◦�令和８年１月１日から令和９年３月31日
までに婚姻届が受理されていること

◦�夫婦の合計所得が500万円未満であること
　※�貸与型奨学金の返済がある場合は、年間返

済額を所得から控除できます。
◦�婚姻日時点で、夫婦ともに39歳以下であ

ること
◦�申請時、夫婦の住民票の住所がこの補助金

の対象となる住居にあること

主 な 補 助 要 件主 な 補 助 要 件

上記の他にも要件があります

① 大淀町公式アカウントをフォロー
② 「# おおよどびより」「＃大淀町」をつけて投稿
③ 抽選でデジタルギフトをプレゼント

応募規約等詳しくは、
町ホームページを
ご覧ください。

＃大淀町公式インスタグラム ハッシュタグキャンペーン

大淀町の魅力発見 !!
大淀町の魅力あふれる写真や動画を募集します

応募期間：７月１日（水）～令和９年２月28日（日）
問  町役場 企画財務課 ☎0747-52-5517
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TOWN NEWSTOWN NEWS

畿選手権大会へ出場　椿本 実央畿選手権大会へ出場　椿本 実央さんさん近近
陸上女子 800m、女子 1500mの２種目で陸上女子 800m、女子 1500mの２種目で

　大淀中学校３年生の椿本実央さん（下市陸上　大淀中学校３年生の椿本実央さん（下市陸上
クラブ所属）が、５月４日（月・祝）・５日（火・祝）クラブ所属）が、５月４日（月・祝）・５日（火・祝）
にロートフィールド奈良（奈良市）で開催されたにロートフィールド奈良（奈良市）で開催された
2026 年度奈良県陸上競技選手権大会兼 20262026 年度奈良県陸上競技選手権大会兼 2026
年度国民スポーツ大会選手選考会の女子 800m年度国民スポーツ大会選手選考会の女子 800m
の部で３位入賞、女子 1500m の部で４位入賞の部で３位入賞、女子 1500m の部で４位入賞
を果たされました。を果たされました。
　椿本さんは、９月５日（土）・６日（日）に紀三　椿本さんは、９月５日（土）・６日（日）に紀三
井寺公園陸上競技場（和歌山市）で開催される第井寺公園陸上競技場（和歌山市）で開催される第
94 回近畿陸上競技選手権大会に出場されます。94 回近畿陸上競技選手権大会に出場されます。

　６月２日（火）、関西電力送配電株式会社
から環境保全活動の一環としてゴーヤの苗
10 株を寄贈いただきました。
　いただいた苗で、子育て支援拠点施設未
来樹に夏の日差し対策となるグリーンカー
テン（緑のカーテン）を設置しました。
　町では引き続き、グリーンカーテンを活
用した夏の省エネ・節電対策に努めます。

問  町役場 環境整備課　☎0747-52-5548

大淀町にゴーヤの苗を寄贈
関西電力送配電株式会社

【椿本さんコメント】自己ベストをめざして頑張ります！【椿本さんコメント】自己ベストをめざして頑張ります！

問  町教育委員会 学務課　☎0747-52-1522

　屋内運動場として、夏場の熱中症対策だけで
はなく、災害時の避難所対応として少しでも快
適に過ごせる環境を整備しました。

● 体育館にスポットエアコンを設置しました

　熱中症対策には適度な水分補給が不可欠です。それ
ぞれの学校にマイボトル用給水機を２台設置し、水筒
の水がなくなっても補充できるようになりました。

● ウォーターサーバーを設置しました

町立学校町立学校のの熱中症対策熱中症対策としてとして
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第55話

おおよどを深める
～花

はなおかだいがく
岡大学をめぐる人々～

『おおよど百年史（2021年）』をダイジェスト版
でご紹介する連載コーナー

松田度学芸員松田度学芸員

THE HISTORY of LEGACY

　
『
お
お
よ
ど
百
年
史
』の
第
３
章（
論

考
編
）で
は
、
大
淀
町
文
化
財
保
護
審

議
会
委
員（
Ｎ
Ｐ
О
法
人
う
ち
の
の
館

館
長
）で
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
の
川
村
優
理

さ
ん
と
、
町
文
化
連
盟
相
談
役
の
中

村
隆
昭
さ
ん
が
「
花
岡
大
学
を
め
ぐ

る
人
々
―
大
峯
あ
き
ら
・
前
登
志
夫

―
」
と
い
う
文
章
を
寄
稿
し
て
い
ま

す
。
そ
の
内
容
を
詳
し
く
み
て
い
き

ま
し
ょ
う
。

【
花
岡
大
学
を
め
ぐ
る
人
々
】

　
花
岡
大
学（
１
９
０
９
年
～
１
９
８

８
年
）は
、
大
淀
町
に
住
ま
い
し
な
が

ら
、
吉
野
の
風
土
と
風
景
を
え
が
き

続
け
た
児
童
文
学
者
。
仏
教
文
学
の

第
一
人
者
で
も
あ
り
ま
し
た
。
大
淀

町
佐
名
伝
に
あ
る
浄じ

ょ
う
こ
う
じ

迎
寺
の
住
職（
仏

教
者
）で
あ
り
、
ま
た
、
大
淀
高
校
、

京
都
女
子
大
学
、
龍
谷
大
学
な
ど
で

教き
ょ
う
べ
ん

鞭
を
と
る
教
育
者
で
も
あ
り
ま
し

た
。

　

花
岡
と
同
じ
く
、
吉
野
に
住
ま
い

し
て
吉
野
を
え
が
き
続
け
た
優
れ
た

文
学
者
に
、
前ま

え
登と

し

お
志
夫（
１
９
２
６
年

～
２
０
０
８
年
）と
大お

お
み
ね峯

あ
き
ら（
１

９
２
９
年
～
２
０
１
８
年
）が
い
ま

す
。
前
は
下
市
町
広
橋
生
ま
れ
の
歌

人（
短
歌
）。
大
峯
は
俳
人
で
、
大
学

で
哲
学
を
教
え
、
大
淀
町
増
口
に
あ

る
専
立
寺
の
住
職
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　
三
人
は
、
三
様
の
生
き
方
を
貫
き
、

そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
文
芸
を
確
立
さ
せ

ま
し
た
。
何
人
に
も
、
何
事
に
も
お

も
ね
る
こ
と
な
く
、
自
身
の
「
書
く

こ
と
」
を
貫
き
ま
し
た
。
そ
う
い
っ

た
意
味
で
、
い
か
に
も
吉
野
人
ら
し

い
文
学
者
た
ち
で
し
た
。

　
花
岡
の
童
話
に
み
る「
仏
教
観
」は
、

「
他
者
」
に
は
あ
く
ま
で
も
優
し
く
、

「
自
分
」
に
は
極
限
に
厳
し
く
生
き
る

「
捨し

ゃ
し
ん身

」
の
思
想
の
う
え
に
成
り
立
っ

て
い
ま
す
。
前
の
短
歌
に
は
、
叫
び

に
も
似
た
永
遠
の「
生
命
観
」が
、五・

七
・
五
・
七
・
七
の
旋
律
で
う
た
わ

れ
て
い
ま
す
。
大
峯
の
俳
句
に
、
お

か
し
み
を
含
め
て
詠
ま
れ
る
「
宇
宙

観
」
は
、
俳
句
の
世
界
で
い
う
、
い

わ
ゆ
る
「
客
観
写
生
」
と
い
う
見
方

の
ひ
と
つ
の
到
達
点
と
い
え
ま
す
。

　

山
も
空
も
里
を
も
飲
み
込
ん
で
し

ま
う
吉
野
の
風
土
が
、
こ
の
三
人
三

様
の
「
猛も

さ者
」
た
ち
を
、
同
じ
場
所

に
生
ん
だ
の
で
し
ょ
う
か
。

【
川
村
た
か
し
と
花
岡
大
学
】

　

川
村
優
理
さ
ん
の
父
・
川
村
た
か

し（
１
９
３
１
年
～
２
０
１
０
年
）は
、

五
條
市
生
ま
れ
。
昭
和
35
年（
１
９
６

０
年
）、
花
岡
と
と
も
に
近
畿
児
童
文

化
協
会
を
結
成
し
て
い
ま
す
。
以
来
、

代
表
作『
新
十
津
川
物
語
』を
は
じ
め
、

児
童
文
学
作
家
と
し
て
多
く
の
作
品

を
の
こ
し
ま
し
た
。
そ
の
川
村
が『
仏

典
童
話
の
研
究　
花
岡
大
学
の
文
学
』

（
朝
枝
善
照
著
・
２
０
０
４
年
）の
序

文
に
、
こ
ん
な
文
章
を
寄
せ
て
い
ま

す
。

「
花
岡
先
生
の
文
体
は
、
当
時
、
鮮
烈

で
あ
っ
た
。
…
人
生
に
お
け
る
悲
し

み
を
描
く
時
、
そ
の
裏
に
あ
る
お
か

し
み
を
引
っ
張
り
出
し
て
見
せ
て
、

そ
の
ま
ま
童
話
の
世
界
へ
取
り
込
ん

で
い
く
の
も
、
花
岡
大
学
の
得
意
で

あ
っ
た
。」

【
花
岡
大
学
を
語
り
継
ぐ
】

　

昭
和
61
年（
１
９
８
６
年
）10
月
、

大
阿
太
高
原
の
一
角
に
立
て
ら
れ
た

の
が
、
学
校
の
教
科
書
で
も
と
り
あ

げ
ら
れ
た
代
表
作
「
百
羽
の
つ
る
」

の
童
話
碑
で
す
。
そ
の
翌
年
、
花
岡

の
著
作
・
原
稿
・
資
料
類
約
４
千
点

が
龍
谷
大
学
深
草
学
舎
図
書
館
に
寄

贈
さ
れ
、「
花
岡
文
庫
」
が
オ
ー
プ
ン
。

平
成
９
年（
１
９
９
７
年
）に
開
館
し

た
町
立
図
書
館
に
も「
花
岡
大
学
コ
ー

▲花岡大学▲花岡大学

ナ
ー
」
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

花
岡
の
生
誕
百
年
の
節
目
と
な
っ

た
平
成
21（
２
０
０
９
）年
度
、
そ
し

て
生
誕
１
１
０
周
年
を
迎
え
た
令
和

元（
２
０
１
８
）年
度
に
は
、
町
文
化

会
館
で
花
岡
大
学
を
テ
ー
マ
に
し
た

イ
ベ
ン
ト
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、大
人
の
た
め
の
朗
読
会 

響ひ
び
きや

、

お
お
よ
ど
語
り
部
の
会
も
、
そ
の
活

動
の
な
か
で
花
岡
童
話
を
と
り
あ
げ

て
い
ま
す
。

　

文
学
や
短
歌
・
俳
句
に
な
じ
み
の

な
い
若
い
方
々
に
も
、
ぜ
ひ
、
大
淀

生
ま
れ
の
「
花
岡
童
話
」
を
お
す
す

め
し
ま
す
。

　
次
回
も
、読
者
の
み
な
さ
ん
と
い
っ

し
ょ
に
、大
淀
町
の
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー

マ
を
深
め
て
い
き
ま
す
。
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問  町立図書館 ☎ 0747-54-2120

　早朝に咲く、清々しい風情の朝顔に夏を
感じる季節になりました。これから日中は
ますます気温が高くなっていきます。熱中
症予防のため、こまめな水分・塩分補給を心
がけましょう。

　４月から１年生になった友子。学校は楽
しいですが隣の席のたっくんは体も大きく
て力も強いので、少しこわいなと思ってい
ました。ある日、友子はたっくんのあさが
おの植木鉢をたおしてしまい・・・。

「たっくんのあさがお」
作 / 西村 友里　PHP 研究所

　北町奉行所・同心の中根興三郎は、朝顔の
栽培を生きがいに、いつか黄色い朝顔を咲
かせるという夢を抱き、不穏な世の中とは
無縁に暮らしていた。しかし、宗観と呼ば
れる武家と知り合ったことから、興三郎は
思いも寄らぬ形で政情に関わっていく。第
15回松本清張賞受賞のデビュー作。

「一朝の夢　朝顔同心1」
 著 / 梶 よう子　文藝春秋

「あさがお」 
文・絵 / 荒井 真紀　金の星社

　あさがおの花は、朝にしか咲きません。
昼にはしぼみ、その花が二度と咲くことは
ありません。でも、花が咲いたあとにも続
きがあって…。「あさがお」の知っているよう
で意外と知らない不思議に満ちた一生を、
美しい細密画で綴った絵本です。

　江戸時代から親しまれてきた夏の風物詩、
朝顔。薬として伝来した歴史や名前の由来
を紹介するほか、仕立て方や育て方も解説。
園芸品種、交配種ほか350種類が花色別に
収録されており、庭を美しく彩る品種選び
に最適な一冊です。

「色分け花図鑑　朝顔」
著 / 米田 芳秋　学研

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

文化会館・図書館ともに休みの日
図書館が利用できない日

文化会館・図書館文化会館・図書館
　　カレンダー　　カレンダー JulyJuly

７７月月

こどものためのおはなし会
●７月11日（土）　午後２時30分～
　所  町文化会館 ひだまりホール
●７月19日（日）　午後３時～
　所  町立図書館 おはなしの部屋

大人のための朗読会　響
●７月26日（日）　午後２時～
　所  町立図書館 おはなしの部屋

～今月の響の演目～
◦「紗南ちゃんの便せん」『30の短編小説』より
 　著 /宮島未菜　ほか

おはなし会のご案内おはなし会のご案内 課題図書を貸し出しています

　青少年読書感想文の課題図書を貸し出していま　青少年読書感想文の課題図書を貸し出していま
す。夏休み中に、より多くの利用者に本を借りてす。夏休み中に、より多くの利用者に本を借りて
いただけるように、課題図書は１週間貸し出しでいただけるように、課題図書は１週間貸し出しで
す（通常は２週間貸出）。ご協力をお願いします。す（通常は２週間貸出）。ご協力をお願いします。

【夏休み限定】自習席を設置しています

　夏休み期間中（7月18日～8月30日）、図書館内　夏休み期間中（7月18日～8月30日）、図書館内
に自習席（８席）を設置します。ご利用は、大淀町に自習席（８席）を設置します。ご利用は、大淀町
在住で図書館の利用者カードをお持ちの小学生～在住で図書館の利用者カードをお持ちの小学生～
大学生に限ります。ぜひご利用くだ大学生に限ります。ぜひご利用くだ
さい。利用者カードについて詳しくは町さい。利用者カードについて詳しくは町
ホームページをご覧ください。ホームページをご覧ください。
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教室・相談内容 実施日 受付時間 内　容

モグモグ離乳食講座 ７月23日（木） 午前10時 離乳食中期（２回食）の講座

●子どもの教室・相談 　身長・体重計測のご希望はお問い合わせください。育児や離乳食の相談は電話やメールでも受け付けます。

母子健康手帳等の母子健康手帳等の
交付について交付について

母子健康手帳・妊婦健康診査補助券は町保健
センターで交付しています。マイナンバーが
わかるものを持ってきてください。

健康相談　８月６日（木）健康相談　８月６日（木）
［乳幼児］午前９時～午前11時
身体計測、保健師や栄養士による健康相談・育児相談

［成　人］午後２時～午後４時
尿検査、血圧測定、禁煙相談（要予約）、保健師や栄養士による健康相談、
InBody（体脂肪や筋肉量）の測定

けんこうガイド 問   町保健センター　☎0747-52-9403　

母子保健 料金は無料です。場所は町保健センターで行います。

※モグモグ離乳食講座の受付時間等は、個別に通知します。

成人保健 町保健センターで実施している集団検診の受付時間の詳細は、申し込み時にお伝えします。

●集団検診（要予約・先着順）　 申し込み、検診の詳しい内容は町保健センターまで問い合わせてください。
検診・内容 実施日・受付時間 対　　象 場所・料金 定　員

肺がん・結核検診
（胸部 X線撮影）

８月18日（火）
午前９時30分～
午前11時30分
※�受付時間の詳細は、申し

込み時にお知らせします。

４0歳以上の町民
※�前立腺がん検診は男性のみ。
※�肝炎ウイルス検診は以前に

町で受けたことがない人。

　　町保健センター
　  【40～64歳】　200円
　  【65歳以上】　　 無料

60人
大腸がん検診
（便潜血検査）

　町保健センター
　【40～64歳】　200円
　【65歳以上】　 100円

前立腺がん検診
（血液検査）

肝炎ウイルス検診
（血液検査）

乳がん検診
（乳房Ｘ線撮影）

令和９年２月26日（金）
までの毎週火・金曜日
（祝日・年末年始を除く） 

午後０時50分

40歳以上の町民（女性）
※�受診は２年に１回。令和7

年度に受診していない人。

南奈良総合医療センター
　【40～49歳】 1,000円
　【50～64歳】   900円
　【65歳以上】   200円

火曜日
３人

金曜日
４人

※対象者の年齢は、令和８年度末時点の満年齢になります。

今月の今月の
レシピ！レシピ！

【1 人分栄養価】エネルギー 98kcal、たんぱく質 0.7g、脂質 9.1g、食塩 0g

おいしい
食育レシピ

つくってみよう！

　� �なすは小さめの乱切り、ミニトマトは半分
に切る。A を合わせておく。

２  �なすは油で揚げ焼きにする。
３ � �揚げ焼きしたなすとミニトマト、合わせた

調味料を混ぜ合わせたら、冷やしておく。

作 り 方

1

材料（２人分）

１本
４個

大さじ１
小さじ１

適量
大さじ１と 1/2

なす
ミニトマト
酢
砂糖
乾燥バジル
油

夏野菜は水分とカリウムが豊富で体の熱を冷やすので、夏バテや熱中症予防に効果的です。
また旬の野菜は、栄養価が高いので、積極的に取り入れて暑い夏を乗り切りましょう。

材料（２人分） 作 り 方

揚げなすとミニトマトのさっぱりサラダ揚げなすとミニトマトのさっぱりサラダ
（おいしい旬のレシピ）（おいしい旬のレシピ）

Ⓐ
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保健センターだより保健センターだより
　　問  町保健センター 町保健センター
　 ☎0747-52-9403　 ☎0747-52-9403

　　肺炎の主要な原因である肺炎球菌の感染症を予防できるワクチンがあります。ワクチンを接種すると、肺炎の主要な原因である肺炎球菌の感染症を予防できるワクチンがあります。ワクチンを接種すると、
肺炎の予防や重症化を防ぐ効果があります。町では、定期接種として、接種料金の助成を行っています。肺炎の予防や重症化を防ぐ効果があります。町では、定期接種として、接種料金の助成を行っています。

を検討しましょう！を検討しましょう！肺炎球菌ワクチン接種
の誕生日を迎えたらの誕生日を迎えたら歳歳6565

●自己負担金●自己負担金　　4,000 円4,000 円　※生活保護受給者は無料　※生活保護受給者は無料

２　上記以外の医療機関で受ける場合

　　　　町保健センターで接種料金（4,000 円）を町保健センターで接種料金（4,000 円）を
　　　支払い、予診票等を受け取る　　　支払い、予診票等を受け取る

※マイナンバーカード等本人確認ができるものを持参してください。※マイナンバーカード等本人確認ができるものを持参してください。
※生活保護受給者は申し出てください。※生活保護受給者は申し出てください。

医療機関で医療機関で
接種を受ける接種を受ける

医療機関に医療機関に
問い合わせ問い合わせ
（電話予約等）（電話予約等）

医療機関名 住　所 電話番号 備　考

大淀町

ごいちクリニックごいちクリニック 北野1913-6 07460746--3434--51505150
田仲医院田仲医院 下渕54-3 07470747--5252--03230323
中辻医院中辻医院 桧垣本104-2 07470747--5252--85868586 要事前診療

ますだクリニック北野ますだクリニック北野 北野123-10 07460746--3232--87878787
みぞかみ内科みぞかみ内科 土田321-1 07470747--6464--87288728

南奈良総合医療センター南奈良総合医療センター 福神8-1 07470747--5454--50005000
南和病院 福神1-181 0747-54-5800

仲西整形外科医院 新野71-1 0746-32-1801
美吉野園診療所 下渕629 0747-52-5555 入所者のみ

トミークリニック 矢走666-6 0747-54-5500
介護老人保健施設
でぃあほうむ吉野 矢走666-6 0747-54-3388 入所者のみ

下市町
福西クリニック 新住155-1 0747-52-0550

介護老人保健施設
そよ風荘 阿知賀621-1 0747-52-2781 入所者のみ

吉野町
潮田クリニック 上市2135 0746-32-3381

島田医院 上市126 0746-32-2026
吉野病院 丹治130-1 0746-32-4321 内科定期受診者のみ

●接種方法および申し込み手続き●接種方法および申し込み手続き

町保健センターで
予診票等を
受け取る

医療機関で接種料金医療機関で接種料金
（４,000 円）を支払い、（４,000 円）を支払い、

接種を受ける接種を受ける
※生活保護受給者は※生活保護受給者は
申し出てください。申し出てください。

医療機関に医療機関に
問い合わせ問い合わせ
（電話予約等）（電話予約等）

助成を受けるには
大淀町発行の予診票が必要です

１　下記の医療機関で受ける場合

令和８年４月から予防接種法改正により使用されるワクチンが変更となっています！

ワクチンの種類 接種部位 接種費用

肺炎球菌（20価）ワクチン 筋肉内接種 4,000円

※過去に１回でも肺炎球菌ワクチンを接種された人は、対象外です。

●接種対象（助成の期間）●接種対象（助成の期間）
① ① 接種当日に満65歳の人 (65歳の誕生日から、66歳の誕生日前日まで )
② 60歳～64歳で、心臓・腎臓・呼吸器等の疾患を有する人のうち重症な人 (60歳の誕生日から、65歳の誕生日前日まで )
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町文化会館イベント情報町文化会館イベント情報
問  �町文化会館　☎0747-54-2110（火曜日・祝日は休館日）

日程 上映スケジュール
①午前10時～、②午後２時～

７/25
（土）

①�◦午前10時～
　 「れっしゃだいこうしん2023」（34分）
    ◦午前10時40分～
　 「おしりたんてい コズミックフロント」（50分）

②�劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～南
海ミッション』（115分）　出演：鈴木亮平ほか

7/26
（日）

①�劇場版 「鬼滅の刃」無限列車編（116分）

②��「九十歳。何がめでたい」（99分）
　出演：草笛光子・唐沢寿明　ほか

８/14
（金）

①�◦午前10時～
　  「学校の怪談　恐怖の学校編」（46分）
    ◦午前10時50分～
　  「学校の怪談  戦慄の校外編」（46分）

②��「お終活　再春！人生ラプソディ」（118分）
　出演：高畑淳子・橋爪功　ほか

８/15
（土）

①�「映画 すみっコぐらしツギハギ工場のふし
ぎなコ」（69分）

②�劇場版 「鬼滅の刃」無限列車編（116分）

８/16
（日）

①�「九十歳。何がめでたい」（99分）
　出演：草笛光子・唐沢寿明　ほか
②�劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～南
海ミッション』（115分）　出演：鈴木亮平ほか

８/23
（日）

①� 「映画 すみっコぐらしツギハギ工場のふし
ぎなコ」（69分）

②「お終活　再春！人生ラプソディ」（118分）
　出演：高畑淳子・橋爪功　ほか

所  町文化会館 ひだまりホール　
▶定員：先着80人

無 料
申込不要夏休み上映会2026

　毎年好評の映画上映会！リラックスでき　毎年好評の映画上映会！リラックスでき
る椅子や飲み物の持ち込み可能です。涼しる椅子や飲み物の持ち込み可能です。涼し
い会場で、ぜひお友達と一緒に楽しいひとい会場で、ぜひお友達と一緒に楽しいひと
ときをお過ごしください。ときをお過ごしください。

～ 涼しさをシェアしよう ～

問  町立図書館 ☎ 0747-54-2120

　今年は戦後81年。戦争の体験者が少なく　今年は戦後81年。戦争の体験者が少なく
なるなか、戦争の時代の生活や様子を知っなるなか、戦争の時代の生活や様子を知っ
てもらい、戦争の悲惨さを次の世代に伝えてもらい、戦争の悲惨さを次の世代に伝え
たい。そんな願いから生まれた「思い出のカたい。そんな願いから生まれた「思い出のカ
ルタ」、戦争の記憶と遺産、平和学習のとりルタ」、戦争の記憶と遺産、平和学習のとり
くみなどを紹介します。ぜひお立ち寄りくくみなどを紹介します。ぜひお立ち寄りく
ださい。ださい。

時  ８８月月５５日（日（水水） ～） ～ 1717日（日（月月））
　　 午前９時～午後５時 午前９時～午後５時
　 　 ※11日（祝日）と12日（振替）は休館。※11日（祝日）と12日（振替）は休館。
所  町文化会館
▶内容▶内容 :��戦争カルタ（パネル展示）、戦争の記  :��戦争カルタ（パネル展示）、戦争の記  
　　　  憶と遺産（実物とパネル展示） ほか　　　  憶と遺産（実物とパネル展示） ほか

夏休み mini 企画展示夏休み mini 企画展示

戦争の記憶・2026

無 料
見学自由

　県中南部地域の若者の芸術活動を支援す　県中南部地域の若者の芸術活動を支援す
るため、若手演奏団体を中心とした演奏会るため、若手演奏団体を中心とした演奏会
を開催します。エネルギッシュな若者たちを開催します。エネルギッシュな若者たち
の演奏をお楽しみください。の演奏をお楽しみください。

時  �８月９日（日）  【軽音楽部門】
　  午後４時開演 
所  町文化会館 あらかしホール
▶�出演団体：
◦奈良南高校（音楽部）
◦五條高校（軽音楽部）
◦畝傍高校
　（フォークソング部）
◦下市町役場
　（軽音バンド）

翔け！
あらかし Sounds.! 2026

無 料
全席自由
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問  �吉野警察署 ☎0747-53-0110

　最近、大淀町内で空き家での空き巣被害が複数件発生しています。
以下のような防犯対策を行い、被害に合わないようにしましょう。

警察署からのお知らせ
火遊び・花火による火災を防ぎましょう空き巣に注意！！

家の周囲を整理整頓する家の周囲を整理整頓する
脚立など、足場になるものを置かない　脚立など、足場になるものを置かない　
踏むと音が鳴る砂利を敷く踏むと音が鳴る砂利を敷く
塀や生け垣は敷地内が見えやすいものにする塀や生け垣は敷地内が見えやすいものにする
長期不在にするときは新聞や郵便物を止める長期不在にするときは新聞や郵便物を止める

在宅時でも出入口や無人の部屋の窓の在宅時でも出入口や無人の部屋の窓の
鍵をかける鍵をかける
短時間の外出でも鍵をかける短時間の外出でも鍵をかける
外出時や就寝時は雨戸も閉める外出時や就寝時は雨戸も閉める
郵便受け等、家の外に合鍵を置かない郵便受け等、家の外に合鍵を置かない

鍵をかける01

多額の現金を自宅保管しない多額の現金を自宅保管しない
地域の絆を深め、犯罪者の入りにくい地域の絆を深め、犯罪者の入りにくい
地域を築く地域を築く

防犯の意識02

構造の強化03

玄関のツーロック、窓に補助錠の取り付け玄関のツーロック、窓に補助錠の取り付け
防犯ガラス、防犯フィルムの活用防犯ガラス、防犯フィルムの活用
センサーライト、防犯カメラ等の防犯機器センサーライト、防犯カメラ等の防犯機器
の取り付けの取り付け

家の外観04

 

問  �奈良県広域消防組合 大淀消防署 ☎0747-52-1199
※�県下（奈良市、生駒市を除く）の119番通報は橿原市の通信指令センターに繋がります。

　夏は、花火のシーズンです。しかし、取り扱い
上の不注意から毎年火災が発生しています。花火
の使用は、一歩間違えると大規模な火災ややけど
に繋がります。
　次の注意点を守り、後片付けまできちんと行い
ましょう。また、もしものときの対処法などを確
認しておきましょう

消防署からのお知らせ
火遊び・花火による火災を防ぎましょう火遊び・花火による火災を防ぎましょう

～花火をする際の注意事項～
①� 子どもだけで花火をしない。
②� 周りに燃えやすい物がないか確認する。
③� 水バケツを準備して確実に火を消す。
④ �風の強い日は花火をしない。

 

映像で現場の様子を伝えられる119番

L
ラ イ ブ

ive119リアルタイムにスマホの映像を送信

　通報者のスマートフォンを活用し、現場の映像を消防へ伝えることが
できるシステムです。これにより、通報者に対して指令員から適切な応
急手当の方法などを伝えることができ、救命率の向上や被害の軽減、迅速・
的確な現場活動につながります。
　詳しくは、奈良県広域消防組合ホームページをご覧ください。
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電 話 案 内

人 権 相 談
時  平日午前９時～午後４時
　 （土・日曜日、祝日を除く）
所  大淀町役場
問  大淀町役場人権施策推進室
　 ☎ 0747-52-5542

教 育 相 談（ 要 予 約 ）

時  火・木曜日 (祝日を除く）
　 午前９時 30分～午後３時 30分
問  町教育支援センター（旧東部幼稚園）
　 ☎ 0746-34-5016

心 配 ご と 合 同 相 談
時  毎月第２・第４水曜日
　 午後１時～午後３時
所  大淀町役場
問  大淀町社会福祉協議会
　 ☎ 0747-52-1941

消 費 生 活 相 談
時  毎週木曜日 午後１時～午後４時
所  吉野町役場
問  吉野町役場 町民税務課
　☎ 0746-32-3081

名　称 番　号

町役場（代表） 0747-52-55010747-52-5501

県広域水道企業団大淀事務所 0744-32-13050744-32-1305

さくら美化センター 0746-47-22150746-47-2215

一般廃棄物処理施設 0747-52-84190747-52-8419

保健センター 0747-52-9403

子育てサポートセンター 0747-52-68010747-52-6801

子育て支援拠点施設未来樹 0747-58-82000747-58-8200

地域包括支援センター 0747-52-77600747-52-7760

高齢者ふれあい活動センター 0747-54-55330747-54-5533

桜ヶ丘総合センター 0747-52-54020747-52-5402

旭ヶ丘総合センター 0746-32-51890746-32-5189

文化会館 0747-54-21100747-54-2110

図書館 0747-54-21200747-54-2120

児童センター 0747-52-83190747-52-8319

杉本記念文化センター 0746-32-24890746-32-2489

平畑体育館 0747-52-62340747-52-6234

パークゴルフ場 0745-67-05430745-67-0543

町健康づくりセンター 0746-34-5501

道の駅吉野路大淀 iセンター 0747-54-5361

シルバー人材センター 0747-54-5522

社会福祉協議会 0747-52-1941

南奈良総合医療センター 0747-54-5000

大淀消防署 0747-52-1199

吉野警察署 0747-53-0110

無 料 交 通 事 故 相 談
時  毎月第２火曜日
　 午前 10時～午後３時
所  大淀町役場
問  奈良県庁県民くらし課
　 ☎ 0742-27-8731

児 童 相 談
時  ７月 16日（木）
　 午前 10時 30分～午後４時
所  下市町保健センター
問  高田こども家庭相談センター
　 ☎ 0745-22-6079

ひきこもり出張相談（要予約）
時  毎月第４月曜日
所  桜ヶ丘総合センター
問  県ひきこもり相談窓口
　 ☎ 0742-27-8130
※県の窓口は平日毎日受け付けています。

法 テ ラ ス
　身近な法的トラブルについてお気
軽に問い合わせてください。
問  法テラス南和法律事務所
　（下渕やすらぎビル内）
　☎ 050-3383-0025

相  談
無 料 法 律 相 談（ 要 予 約 ）

時  ７月 16日（木）
　  午後１時～午後４時
所  吉野町役場
問  吉野町役場町民税務課
　　☎ 0746-32-3081
※吉野町は 1か月前から予約可

時  ８月 14日（金）
　  午後１時～午後４時
所  下市町役場
問  下市町役場住民保険課
　☎ 0747-52-0001

時  ９月 16日（水）
　  午後１時～午後４時
所  大淀町役場
問  大淀町役場人権住民保険課
　☎ 0747-52-5501

住宅増改築相談
　住宅リフォームや増改築の相談を
FAX にて受付します。相談内容の概
要等をお送りください。
問  県建築協同組合中吉野支部
　 FAX 0747-52-9971

　

　

マイケル・ジャクソンをご存知ですか？ マイケル・ジャマイケル・ジャクソンをご存知ですか？ マイケル・ジャ
クソンの新作映画が6月12日に日本で公開されました。クソンの新作映画が6月12日に日本で公開されました。
この映画は、彼の人生、音楽、そしてポップカルチャーこの映画は、彼の人生、音楽、そしてポップカルチャー
への影響について深堀りされています。世界中のファンへの影響について深堀りされています。世界中のファン
が、音楽界で最も有名なパフォーマーの一人である彼のが、音楽界で最も有名なパフォーマーの一人である彼の
物語がスクリーンに映し出されるのを楽しみにしていま物語がスクリーンに映し出されるのを楽しみにしていま
す。ご覧になった方は、ぜひ感想を語り合いましょう！す。ご覧になった方は、ぜひ感想を語り合いましょう！

みなさんこんにちは！
夏を楽しんでいますか？

今月は私が好きな映画の話題です。

Do you know Michael Jackson? The new Michael 
Jackson movie was recently released in theaters 
in Japan on June 12th. The film explores his life, 
music, and influence on popular culture. Fans 
around the world have been excited to see the 
story of one of music's most famous performers 
brought to the big screen. If you watched it, let's 
talk about it together !!!

ALT
のA

ア ラ ナ
lannah先生
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人のうごき

大淀町民憲章（平成3年11月1日制定）

梨花 アラカシ

わたくしたちは、吉野の、川と緑の恵み
を守り、豊かな文化と活力ある南和の中
核都市をめざし、この憲章を制定します。

わたくしたちは、緑と水と心のきれ
いな町をつくります。
わたくしたちは、互いに人権を尊び、
共に生きるあたたかい町をつくります。
わたくしたちは、すぐれた郷土を愛
し、文化と教養の香りたかい町をつ
くります。
わたくしたちは、スポーツに親しみ、
健康で仕事に励む活気ある町をつく
ります。
わたくしたちは、老人を敬い、子ど
もの夢を育て、生きがいのある町を
つくります。

わたくしたちは、吉野の、川と緑の恵み
を守り、豊かな文化と活力ある南和の中
核都市をめざし、この憲章を制定します。

わたくしたちは、緑と水と心のきれ
いな町をつくります。
わたくしたちは、互いに人権を尊び、
共に生きるあたたかい町をつくります。
わたくしたちは、すぐれた郷土を愛
し、文化と教養の香りたかい町をつ
くります。
わたくしたちは、スポーツに親しみ、
健康で仕事に励む活気ある町をつく
ります。
わたくしたちは、老人を敬い、子ど
もの夢を育て、生きがいのある町を
つくります。
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広告は、町の新たな財源の創出を図るために掲載しています。みなさまのご理解とご協力をお願いします。

山
やまもと

本 雅
みやび

ちゃん（0歳）

我が家の天使です！

人　口
　　男
　　女
世帯数

15,325
7,310
8,015
7,302

人
人
人
戸

（－43）
（－20）
（－23）
（－　9）

    　（　）内は前月との比較

令和８年５月31日現在

 

就学前のお子さんの写真を募集して
います。詳しくは町ホームページへ。
申 問  町役場 総務課

24


